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判決年月日 

 
平成２８年１２月２１日 

 
担
当
部 

 
 

知的財産高等裁判所 第４部 

 

 

事 件 番 号      

 

平成２７年(行ケ)１０２６１号 

○ 発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発

明について，訂正は，新たな技術的事項を導入しないものであるとしたものの，訂正発

明は，発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないから，サポート要件を満た

さないとした事例。 

（関連条文）特許法３６条６項１号，同法１３４条の２第９項，同法１２６条５項  

（関連する権利番号等）特許第４６７３４４８号，無効２０１４－８００１５８号  

 

判  決  要  旨  

発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする本件各

発明に係る原告の特許について，被告から特許無効審判請求がされ，原告が，特許請求の

範囲について，ターゲット中の球形の合金相（Ｂ）内においてＣｒの濃度変動があること

を特定するなどの訂正請求をしたところ，特許庁は，本件訂正は，新たな技術的事項を導

入するものであるとして，本件訂正を認めず，仮に，本件訂正が認められたとしても，本

件各訂正発明は，発明の課題解決手段である球形の合金相（Ｂ）の中心付近にＣｒが２５

ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成であること

などが特定されていない点で，発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないなど

として，無効審決をした。本件は，原告が審決の取消しを求める事案である。  

本判決は，以下のとおり，本件訂正は新たな技術的事項を導入しないものであるとした

ものの，本件各訂正発明（請求項４に係る発明を除く。）は，発明の詳細な説明に記載し

たものであるとはいえないから，サポート要件を満たさないと判断し，審決の判断に誤り

はないとした。なお，請求項４に係る部分については審決を取り消した。  

(1) 新規事項の追加について  

「本件訂正は，特許請求の範囲に限定を付加するものであって，訂正事項１ないし３は，

いずれも本件明細書に明示的に記載された事項ないし本件明細書の記載から自明な事項で

ある。このような場合，本件訂正は，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入し

ないものというべきであるところ，本件訂正前の特許請求の範囲や本件明細書に，球形の

合金相（Ｂ）に含まれるＣｒとＣｏの濃度分布について，訂正事項１ないし３に矛盾する

記載も見当たらない。  

したがって，本件訂正は，本件明細書等に記載された範囲内においてするものであると

いうことができる。」  

(2) サポート要件について  

「①本件各訂正発明の構成要件である合金相（Ｂ）が球形であることは，「中心付近に
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Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成

の合金相」を形成するために求められているものと理解できること，②本件明細書の発明

を実施するための形態に関する記載は，中心付近にＣｒが約２５ｍｏｌ％以上濃縮し，外

周部にかけてＣｒの含有量が中心部より低くなる組成の合金相が形成されることを想定し

ていること，③本件明細書に記載された実施例１ないし６，８及び９は，全て球形の合金

相（Ｂ）について，「Ｃｒが２５ｍｏｌ％以上濃縮されたＣｒリッチ相が中心付近に存在

し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている」ものであり，かつ，実施例７に

記載された球形の合金相（Ｂ）も，下限値は不明であるもののＣｒが「濃縮されたＣｒリ

ッチ相が中心付近に存在し，外周に近づくにつれてＣｒの濃度が低くなっている」もので

あること，④球形の合金相（Ｂ）について，Ｃｒの濃度変動の程度が小さい場合に，漏洩

磁束の向上という本件各訂正発明の課題を解決できるか否かは明らかではないことからす

れば，Ｃｒの濃度変動があるだけで，その濃度変動の程度が何ら特定されていない球形の

合金相（Ｂ）を含むターゲットは，当業者が本件各訂正発明の課題を解決できると認識で

きる範囲のものということはできない。」  

 


